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�愛媛県告示第６７７号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号）第６４条の規定に基づき、指定自立支援医

療機関の所在地を変更した旨の届出があった。

令和２年６月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広 �������
�愛媛県告示第６７８号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）

第５条第１項の規定による届出があったので、同条第３項の規定に

�愛媛県告示第６７６号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

令和２年６月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広
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名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

おおぞら病院 松山市六軒屋町４番２０号 医療法人同仁会 精神通院医療 令和２年
６月１日

樽屋おかもと薬局 今治市馬越町１丁目２番２９号 有限会社岡本薬局 精神通院医療（薬
局）

令和２年
６月１日

みんなの薬局 西条市大町１６９５－４ 合同会社ＨＹ 精神通院医療（薬
局）

令和２年
６月１日

名 称
所 在 地 変 更

年月日変 更 前 変 更 後

南高井訪問看護ステ
ーション

松山市南高井町３３３
番地

松山市南高井町３２０
－１

令和２年
５月１８日

毎週（火・金）曜日発行 第１１３号 令和２年６月１２日

令和２年６月１２日金曜日 第１１３号
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基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産

業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振興課商工観光

室並びに新居浜市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

令和２年６月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

（仮称）ドラッグコスモス若水店

新居浜市若水町１丁目甲４９２－２ 外

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

株式会社コスモス薬品

福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号

代表取締役 横山 英昭

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社コスモス薬品

福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号

代表取締役 横山 英昭

� 大規模小売店舗の新設をする日

令和３年１月３０日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

１，５４１．４５平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

４５台

イ 駐輪場の収容台数

１０台

ウ 荷さばき施設の面積

２７平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

９立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

開店時刻 午前９時 閉店時刻 午後１０時

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前８時３０分から午後１０時３０分まで

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

３箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前６時から午後１０時まで

２ 届出年月日

令和２年５月２９日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者

は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出

することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛

媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部

産業振興課商工観光室並びに新居浜市役所において告示の日から

１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表

者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�������
�愛媛県告示第６７９号
次の地籍調査の結果は、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第

１９条第２項の規定に基づき国土調査の成果として認証したから、同

条第４項の規定に基づき次のとおり公告する。

令和２年６月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 地籍調査の実施者、地域、調査期間及び成果の名称

実施者 地 域 調 査 期 間 成果の名称

宇和島市 高串の一部 平成２９年度から
令和元年度まで

宇和島市（高串の
一部）の地籍図及
び地籍簿

西条市 中野の一部・黒
瀬の一部

平成２９年度から
令和元年度まで

西条市（中野の一
部・黒瀬の一部）
の地籍図及び地籍
簿

２ 認証年月日

令和２年６月１２日

�������
�愛媛県告示第６８０号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１２条第２項の規定により、

次のとおり肥料登録の有効期間を更新した。

令和２年６月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

登録有
効期限

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

令和８
年６月
２３日

愛媛県
第１２８３
号

炭酸カ
ルシウ
ム肥料

１５苦土
炭酸石
灰

アルカ
リ分
５３．０
可溶性
苦土
１５．０

その他
の制限
事 項
は、公
定規格
のとお
り

大日本ドロマイ
ト鉱業株式会社
愛媛県西予市城
川町田穂１４５６番
地２

令和８
年７月
２３日

愛媛県
第１２８４
号

炭酸カ
ルシウ
ム肥料

１５粒状
苦土炭
酸石灰

アルカ
リ分
５３．０
可溶性
苦土
１５．０

その他
の制限
事 項
は、公
定規格
のとお
り

大日本ドロマイ
ト鉱業株式会社
愛媛県西予市城
川町田穂１４５６番
地２

令和８
年７月
２６日

愛媛県
第１２２９
号

副産石
灰肥料

パール
シェル

アルカ
リ分
４８．０

含有を
許され
る有害
成分の
最大量
及びそ
の他の
制限事
項は、
公定規
格のと
おり

大日本ドロマイ
ト鉱業株式会社
愛媛県西予市城
川町田穂１４５６番
地２

愛 媛 県 報令和２年６月１２日 第１１３号
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�愛媛県告示第６８１号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条の２第２項の

規定による届出を審査した結果、次の加入区について、同法第１１２

条第１項の規定による同意があったと認めたので、同法第１１２条の

２第３項及び漁船損害等補償法施行規則（昭和２７年農林省令第１８号）

第２５条の規定により告示する。

令和２年６月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

（南予地方局産業経済部管内）

伊方加入区

�������
�愛媛県告示第６８２号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１３条の２第１項第

１号の規定により、次の加入区について、漁船損害等補償法に基づ

く付保義務の発生（平成２８年６月愛媛県告示第７１５号）による保険

に付すべき義務は、令和２年６月１１日限り消滅したので、同条第２

項及び漁船損害等補償法施行規則（昭和２７年農林省令第１８号）第２５

条の規定により告示する。

令和２年６月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

（南予地方局産業経済部管内）

伊方加入区

�������
�愛媛県告示第６８３号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

令和２年６月１２日

愛媛県東予地方局長 齊 藤 直 樹

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

令和２年６月５日

３ 指定道路の位置

四国中央市妻鳥町字下柳ノ内４９１番１の一部、４９３番の一部、４９

１番１地先道及び４９１番１地先水路

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 １０４．４８メートル

� 幅員 ４．００メートル、４．５０メートル

�������
�愛媛県告示第６８４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

松山市吉藤土地改良区の定款の変更を認可した。

令和２年６月１２日

愛媛県中予地方局長 東 公 弘

�������
�愛媛県告示第６８６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

八幡浜市真穴土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

令和２年６月１２日

愛媛県南予地方局長 河 瀬 利 文

就 任

退 任

�愛媛県告示第６８５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和２年６月１２日

愛媛県中予地方局長 東 公 弘

令和８
年７月
２６日

愛媛県
第１２３０
号

副産石
灰肥料

粒状パ
ールシ
ェル

アルカ
リ分
４８．０

含有を
許され
る有害
成分の
最大量
及びそ
の他の
制限事
項は、
公定規
格のと
おり

大日本ドロマイ
ト鉱業株式会社
愛媛県西予市城
川町田穂１４５６番
地２

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２中局建（開）第９号

令和２年６月４日
伊予郡松前町大字出作字垣根３５５番１

松山市北井門４丁目２４番１３号
Ｍａｉｓｏｎ．ｄｅ．Ｃｏｎｆｏｒｔ１０

４
山 田 眞 也
山 田 友 希

〃 阿 部 松 訓 八幡浜市真網代丙２３７番地１

〃 古 能 彰 八幡浜市真網代丙７０２番地

〃 井 上 佐喜男 八幡浜市穴井１番耕地３５番地

〃 平 美 � 志 八幡浜市穴井３番耕地５１４番地

〃 松 本 真 次 八幡浜市真網代丙２４０番地２

〃 須 賀 成 人 八幡浜市穴井３番耕地２１５番地１

〃 治 京 与三郎 八幡浜市穴井３番耕地６１８番地

監 事 大 野 靖比公 八幡浜市真網代丙６７０番地

〃 松 田 幾 弘 八幡浜市真網代乙３３４番地

〃 入 口 和 浩 八幡浜市日土町５番耕地７３番地
役員の種類 氏 名 住 所

理 事 嶋 津 多三市 八幡浜市真網代丙３６０番地７

〃 大 下 雅 男 八幡浜市真網代丙６４８番地

〃 佐々木 正 高 八幡浜市真網代丙２４３番地２

愛 媛 県 報令和２年６月１２日 第１１３号
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�愛媛県告示第６８８号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県八幡浜保健所及

び大洲市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

令和２年６月１２日

愛媛県八幡浜保健所長 竹 内 豊

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

株式会社鴻池組

大阪市中央区北�宝寺町３－６－１
代表取締役社長 蔦田 守弘

２ 事業場の名称及び所在地

株式会社鴻池組 令和元－３年度下敷水トンネル工事

愛媛県大洲市肱川町山鳥坂地先

３ 特定施設に関する事項

� （バッチャープラント１基）

４ 汚水等の処理施設に関する事項

� 沈殿槽

�愛媛県告示第６８７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和２年６月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 山 内 幸 人 八幡浜市穴井１番耕地９番地

〃 竹 内 善 一 八幡浜市穴井３番耕地５４５番地

〃 大 野 靖比公 八幡浜市真網代丙６７０番地

〃 嶋 津 多三市 八幡浜市真網代丙３６０番地７

〃 大 本 定 一 八幡浜市穴井３番耕地６０５番地

〃 阿 部 徳 司 八幡浜市真網代丙７７６番地２

〃 大 下 雅 男 八幡浜市真網代丙６４８番地

〃 松 良 文 人 八幡浜市真網代丙２２４番地

〃 佐々木 正 高 八幡浜市真網代丙２４３番地２

〃 井 上 佐喜男 八幡浜市穴井１番耕地３５番地

〃 平 美 � 志 八幡浜市穴井３番耕地５１４番地

監 事 藤 原 福 � 八幡浜市真網代丙６８４番地

〃 須 賀 成 人 八幡浜市穴井３番耕地２１５番地１

〃 松 田 幾 弘 八幡浜市真網代乙３３４番地

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 長月城辺線
南宇和郡愛南町御荘長月１９７０番３から

同町御荘長月１６５７番３
令和２年６月１２日

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １０～１２

最大 １０～１２

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 １５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １０

最大 １５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２，０００

最大 ５，０００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２

最大 ３

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 １．５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３

最大 ３

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。以下「政令」という。）別表第
１ ５５ 生コンクリート製造業の用に供
するバッチャープラント

特 定 施 設 の 能 力 ２５立方メートル／時

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１０日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 断続的

特定施設の１日当たりの使用
時間 ４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１０日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

処 理 施 設 の 種 類 沈砂槽

処 理 施 設 の 型 式 －
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� 濁水処理施設

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

�１ 排水口

処 理 施 設 の 構 造 鋼板製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦１．６メートル 横３．６メートル
高さ２．０メートル

処 理 施 設 の 能 力 １０立方メートル

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 沈殿式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 １０～１２

最大 １０～１２

通常 １０～１２

最大 １０～１２

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 １５

通常 １０

最大 １５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １０

最大 １５

通常 １０

最大 １５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２，０００

最大 ５，０００

通常 １，０００

最大 ３，０００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２

最大 ３

通常 ２

最大 ３

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 １．５

通常 １

最大 １．５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２２５

最大 ３９５

通常 ２２５

最大 ３９５

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．５～８．５

最大 ５．８～８．６

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 １５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １０

最大 １５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５

最大 ７０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２

最大 ３

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 １．５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １６９

最大 ３３９

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１０日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

処 理 施 設 の 種 類 シックナー、脱水機

処 理 施 設 の 型 式 ＴＷＳ－０７５ＮⅡ型、ＳＥ－７５０型

処 理 施 設 の 構 造 鉄骨及び鋼板製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦８．５メートル 横１３．０メートル
高さ３．６メートル

処 理 施 設 の 能 力 ６０立方メートル／時

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 ｐＨ中和＋凝集沈殿＋脱水

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 １０～１２

最大 １０～１２

通常 ６．５～８．５

最大 ５．８～８．６

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 １５

通常 １０

最大 １５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １０

最大 １５

通常 １０

最大 １５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，０００

最大 ３，０００

通常 ２５

最大 ７０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２

最大 ３

通常 ２

最大 ３

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 １．５

通常 １

最大 １．５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２２５

最大 ３９５

通常 ２２５

最大 ３９５
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公 告

�公 告

次のとおり技術提案書の提出を招請する。

令和２年６月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 業務概要

� 業務名

愛媛県広域災害・救急等医療情報システム再構築業務

� 業務内容

愛媛県広域災害・救急等医療情報システム再構築業務公募型

プロポーザル手続等に関する説明書（以下「説明書」という。）

による。

� 履行期限

令和３年３月３１日

２ 参加資格、選定項目及び評価項目

� 技術提案書の提出者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」の営業種目「情報処

理」について令和２年度から令和４年度までの製造の請負等に

係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められ、かつ、

「特定調達参加希望」の登録をしている業者で、次の事項に該

当するもの

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の

規定に該当しない者であること。

イ 参加表明書の受領の期限の日から技術提案書の受領の期限

の日までの期間に、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

� 技術提案書の提出者を選定するための項目

ア １で示した業務及び運用に係る組織体制等

イ １で示した業務と同種又は類似の業務の実績

� 技術提案書を特定するための評価項目

ア 組織体制等

１で示した業務及び運用に係る組織体制等

イ 実績

１で示した業務と同種又は類似の業務の実績

ウ 業務計画

１で示した業務に関する理解度及びシステムの構築に係る

スケジュールの妥当性

エ システムの開発方針

システムの構成の妥当性及び拡張性並びに提案された機能

及び仕様の妥当性

オ システムの運用及び保守管理の体制等

システムの運用及び保守管理の体制並びに情報セキュリテ

ィ対策の妥当性

カ コスト

システムの再構築、運用及び保守管理に係るコストの経済

性並びに費用削減に係る提案の実現性

３ 手続等

� 担当部局

愛媛県保健福祉部社会福祉医療局医療対策課救急・災害医療

グループ

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話番号 （０８９）９１２―２４５０

� 説明書の交付の期間、場所及び方法

ア 期間

令和２年６月１２日（金）から２３日（火）までの執務時間中

（愛媛県の休日を定める条例（平成元年愛媛県条例第３号）

第１条第１項に規定する県の休日以外の日の午前８時３０分か

ら午後５時１５分までをいう。）

イ 場所

�に掲げる場所
ウ 方法

無料にて交付する。

� 参加表明書の受領の期限並びに提出の場所及び方法

ア 期限

令和２年６月２３日（火）午後５時１５分

イ 場所

�に掲げる場所
ウ 方法

持参し、又は郵送等により提出すること。ただし、郵送等

により提出する場合は、書留若しくは簡易書留又は信書便で

これらに準ずるものに限る。

� 技術提案書の受領の期限並びに提出の場所及び方法

ア 期限

令和２年７月２２日（水）午後５時１５分

イ 場所

�に掲げる場所
ウ 方法

持参し、又は郵送等により提出すること。ただし、郵送等

により提出する場合は、書留若しくは簡易書留又は信書便で

これらに準ずるものに限る。

４ その他

� 手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 契約書作成の要否

要

� 関連情報を入手するための照会窓口

愛媛県保健福祉部社会福祉医療局医療対策課救急・災害医療

グループ

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話番号 （０８９）９１２―２４５０

� その他

詳細は、説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the service to be rendered：

Reconstruction of Information System for Disasters and

Medical Emergencies and others，１ set

� Time limit to express interests：５：１５ p．m．，２３ June２０２０

Time limit for the submission of proposals：５：１５ p．m．，

２２ July２０２０

� For further inquiries relating to the proposal，please

contact： Emergency Disaster Medical Group，Medical Service

Measures Division，Social Welfare and Medical Service
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Subdepartment，Health and Welfare Department，Ehime

Prefectural Government，４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，

Ehime７９０―８５７０ Japan

TEL０８９―９１２―２４５０

�������
�公 告

争議行為の通知の公表について

全国一般愛媛地方労働組合執行委員長玉井博司から次のとおり争

議行為を行う旨の通知が令和２年６月２日あったので公表する。

令和２年６月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事件 令和２年度夏季一時金に関する事項

２ 日時 令和２年６月１８日正午以降本問題が完全解決に至る間

３ 場所

法 人 名 所 在 地

一般財団法人創精会 松山市美沢１－１０－３８

４ 概要 前記記載の場所においてあらゆる形の争議行為を単独ま

たは併用して実施する。

�������
�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

令和２年６月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

電子黒板の購入

� 購入物品名及び数量

電子黒板 ２８０セット

（使用に当たり必要な運搬、搬入、設置、調整、説明等一式

を含む。）

� 購入物品の内容等

入札説明書等による。

� 納入期限

令和３年３月３１日（水）

� 納入場所

愛媛県立小松高等学校ほか１９校

� 入札方法

ア 入札は、原則として愛媛県電子入札システムを利用して行

うこととするが、愛媛県電子入札システムの利用者登録を行

っていない入札参加資格者が応札する場合には、紙入札を行

うことができる。

イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の１０パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に

１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費

税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、令和２～４年度の製造の請負等に係る一般

競争入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の事項

に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 納入期間中に適正かつ確実に納入できる体制が整備されてい

ることを証明した者であること。

� ４の�に掲げる提出期限の日から落札者の決定の日までの間
に、知事が行う入札参加資格停止の期間中にない者であること。

� 修理、点検、保守その他アフターサービスを長期にわたり円

滑に実施できる者であること。

� 緊急時に速やかに対応できるものであること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問合せ先

愛媛県出納局会計課用品調達係

〒７９０―８５７０ 愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２１５６

� 入札書の受領期限

令和２年７月２７日（月）午前９時から同月２８日（火）午前９

時５９分まで

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

令和２年７月２８日（火）午前１０時

愛媛県庁第二別館５階 入札室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した

物品を納入できることを証明する書類等を、入札説明書等に基

づき次の期限までに提出しなければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

提出期限：令和２年７月１７日（金）午後５時

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 契約の成立

この公告の物品購入に係る契約は、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第９６条第１項第８号の規定により、愛媛県議会の議

決を得たときに、本契約として成立するものとする。

� 契約保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１５２条から

第１５４条までの規定による。

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者
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であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

� その他

ア 入札書の提出方法

電子入札による場合は、電子入札システムにより入札金額

及び電子くじ入力番号を入力のうえ、提出すること。

紙入札による場合は、入札書を直接または郵便（書留郵便

に限る。）により提出すること。

イ 詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be purchased：

Interactive Projector，２８０

� Time limit of tender：９：５９ a．m．，２８ July２０２０

� For further information， please contact： Supplies

Procurement Section，Accounting Division，Treasury

Bureau，Ehime Prefectural Government，４―４―２ Ichibancho，

Matsuyama，Ehime７９０―８５７０ Japan

TEL０８９―９１２―２１５６

令和２年６月１２日 発行
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